
違反広告物の是正フロー

福岡市 住宅都市局 都市景観室



路上違反広告物の是正フロー
（違反している はり紙，はり札等，立看板等）

福岡市 住宅都市局 都市景観室

※交通安全上支障があり，また飛来や落下などにより
危害をおよぼす恐れがある場合等は，速やかに
除却を実行します。

除却（簡易除却）

5日以内に

違反者が自ら除却

・除却を促し，違反を繰り返さないよう注意・指導・勧告を行う。
（除却の期限は5日とする。）

・指導履歴に応じて，注意文書，指導文書，勧告文書の順に送付し，
法令の目的や概要，違反状況を伝える。

・勧告文書の送付の際に，誓約書の様式を同封し，提出を求める。

巡回／通報・現地調査
違反事実の確認

注意・指導・勧告

違反掲出者の調査

除却（簡易除却）

告発（刑事訴訟法）

※表示者不明のもの（矢印だけの表示等）については本是正フローによることなく適宜警察と協議を行う。

勧告を受けた以降も違反を繰り返す
特に悪質な違反者については，
告発について警察と協議を開始する。

是正完了

期限内に除却されないとき
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